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説 明 資 料 
《令和 6 年度 社会福祉法⼈⾹⻄会 介護職員処遇改善⽀援補助⾦》 

 

＜介護職員処遇改善⽀援補助⾦＞ 

 

1. 補助⾦算定期間  ： 令和 6 年 2 ⽉から令和 6 年 5 ⽉まで 

2. 改 善 期 間  ： 令和 6 年 4 ⽉〜令和 6 年 7 ⽉〔4 ヶ⽉〕4 ⽉ 10 ⽇の給与から 

3. 改 善 単 位  ： 法 ⼈ 単 位 

4. 対象は全職員 

（サービス付き⾼齢者向け住宅 マザー館及び⾹⻄園居宅介護⽀援事業所は対象外） 

5. 常勤換算⼈数   ： 125 ⼈（派遣は除く） 

① 介護職員（正社員）       ：  51 ⼈ 

② 介護職員（有期職員）      ：  29.3 ⼈ 

③ その他職種（正社員）      ：  26 ⼈ 

④ その他職種（有期職員）     ：  18.7 ⼈ 

6. 補助⾦⾒込み⾦額 ：  2,058,208 円（4 ヶ⽉） 

7. 法⼈改善⾦額   ：  2,141,741 円（4 ヶ⽉） 

8. 補助⾦のうち⽉額賃⾦へ参⼊割合 

  介護職員   改善⾦額 1,379,163 円 ⽉額賃⾦ 1,228,544 円（89.1％） 

  その他職種  改善⾦額  762,578 円 ⽉額賃⾦  679,296 円（89.1％） 
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― 賃⾦改善計画 ―  

本計画に記載された⾦額については⾒込みの額であり、申請時以降の運営状況(稼働率等)、⼈員

配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得るものである。 

 

 

【令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇より 介護職員の賃⾦改善】 

Ⅰ．【⽀援補助⼿当】 ⽉額の給与にて実施 

① 介護職員（正社員）       ：  ⽉額  4,000 円 

② 介護職員（有期職員）      ：  時給    20 円 

③ その他職種（正社員）      ：  ⽉額  4,000 円 

④ その他職種（有期職員）     ：  時給    20 円 

 Ⅱ．⼀時⾦  なし （令和 6 年 7 ⽉末予定） 

    ⽉額給与において改善を⾏うが、職員状況により残が発⽣した場合は、⼀時⾦として常勤換

算数に応じて⽀給する。 

 

  Ⅲ．上記にかかる法定福利費  

  Ⅰ、Ⅱに掛かる分（令和 5 年度決算報告書の基準により） （令和 5 年度 ⾒込み 12.26％） 

     

 

 


